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＜資料編＞                                    
１ 高齢者保健福祉計画における目標量一覧 

●主要事業 
●基本目標１：健康ではつらつとした生活の実現 
１ 健康づくりの推進 

事業名 指標 単位
Ｈ17 
見込み 

Ｈ22 
目標値 

健康づくり組織の設立地区数 地区 17 37
● 健康づくり実践活動の
推進 健康づくり推進員養成者数 人 640 1,040

 健康教育（健康増進） 延開催回数 回 617 600
 健康相談（健康増進） 延実施回数 回 675 700
２ 生活習慣病予防対策の推進 

事業名 指標 単位
Ｈ17 
見込み 

Ｈ22 
目標値 

受診率 ％ 29.0 35.0
基本健康診査 

受診人数 人 39,763 52,840
受診率 ％ 9.2 21.1

胃がん検診 
受診人数 人 10,960 25,710
受診率 ％ 22.2 24.7

大腸がん検診 
受診人数 人 30,067 35,420
受診率 ％ 31.9 42.2

肺がん検診 
受診人数 人 36,534 51,200
受診率 ％ 11.1 12.4

子宮がん検診 
受診人数 人 11,265 16,690
受診率 ％ 12.1 16.5

乳がん検診 
受診人数 人 13,432 19,800
受診率 ％ 36.8 45.5

前立腺がん検診
受診人数 人 11,422 15,260
受診率 ％ 18.1 19.2

骨粗しょう症検診
受診人数 人 3,630 3,780
受診率 ％ 11.6 13.0

歯科総合検診 
受診人数 人 1,097 1,310
受診率 ％ 16.8 － 

● 健康診査 

肝炎ウィルス検診
受診人数 人 6,722 － 

● 訪問指導（生活習慣病予防） 延訪問回数 回 415 440
● 健康教育（生活習慣病予防） 延開催回数 回 123 132
 健康相談（生活習慣病予防） 延実施回数 回 610 620
３ 介護予防の推進 

事業名 指標 単位
Ｈ17 
見込み 

Ｈ22 
目標値 

● 訪問指導（介護予防） 延訪問回数 回 2,700 4,100
専用施設数 箇所 23 25

 生きがい対応型デイサービス 
延利用回数 回 48,400 46,600

＜資料編＞
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●基本目標２：生きがいのある生活の実現 
１ 生きがいづくりの推進 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

 スポーツ用広場整備補助事業 補助件数（累計） 件 3（15） 4（35）
２ 社会参画の促進 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

● 高齢者外出支援事業 専用バスカード利用者数 人 6,300 7,500
 高齢者地域活動実践塾 設置箇所数 箇所 6 25

●基本目標３：安心して自立した生活の実現 
２ 福祉サービスの充実 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

派遣世帯数 世帯 20 50
 生活支援型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 

派遣回数 回 500 1,200

 高齢者軽度生活援助事業 
（ホームサポート） 延利用者数 人 1,600 1,700

 ケアハウスの整備 ベッド数 床 350 450
養護老人ホーム（ちとせ寮） ベッド数 床 110 110

 
軽費老人ホームＡ型（松原荘） ベッド数 床 50 50

３ 地域保健・福祉体制の推進 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

● ひとり暮らし高齢者等安心 
ネットワークシステム 

見守り活動会議を開催し

た単位自治会の割合 
％ 28 100

ボランティア登録団体数 団体 170 195
 ボランティア・ＮＰＯの 
活動支援 ボランティア登録個人数 人 550 675

●基本目標４：快適で安全安心な生活の実現 
 １ 公共的施設のバリアフリーの推進 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

● 公園のバリアフリー バリアフリーを図った公園数 公園 77 101
● 道路のバリアフリー 道路段差解消箇所数 箇所 826 3,440

 ノンステップバスの 
導入促進 ノンステップバス導入台数 台 22 66

 ４ 高齢者にやさしい居住環境の整備 

事業名 指標 単位 
Ｈ17 

見込み 

Ｈ22 

目標値 

● 高齢者にやさしい 
住環境整備補助事業 補助件数（累計） 件 56（401） 77（754）

 シルバーハウジングの整備 シルバーハウジング 
整備戸数 戸 56 96

＜資料編＞ 
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２ 介護保険事業計画におけるサービス量の見込み一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 15，16年度は実績値，17年度以降については推計 

 

 ■介護給付 （年　間）
単位 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

居宅サービス

訪問介護 回数 355,344 416,934 427,351 359,308 392,439 429,454
訪問入浴介護 回数 8,005 8,014 8,983 8,930 9,552 10,126

訪問看護 回数 26,819 28,192 28,782 27,234 28,476 29,813

訪問リハビリテーション 回数 205 144 179 187 206 229

居宅療養管理指導 人数 4,030 4,144 4,008 3,694 3,828 3,800

通所介護 回数 213,486 260,841 300,644 239,701 257,271 276,205

通所リハビリテーション 回数 38,394 42,597 44,531 40,863 43,223 45,669

短期入所生活介護 日数 36,965 36,268 40,225 40,441 42,232 44,125
短期入所療養介護 日数 7,756 7,678 7,756 8,169 8,912 9,753

特定施設入居者生活介護 人数 121 511 924 2,160 3,036 3,840

福祉用具貸与 人数 21,932 26,254 29,885 27,969 30,652 33,671
特定福祉用具販売 人数 1,109 1,264 1,276 1,081 1,196 1,325

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護 回数 ― ― ― 28,690 30,294 32,022

認知症対応型通所介護 回数 ― ― ― 8,135 8,485 8,862

小規模多機能型居宅介護 人数 ― ― ― 1,834 2,108 2,199

認知症対応型共同生活介護 人数 1,221 2,062 2,340 2,736 2,952 2,952
地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 ― ― ― 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 ― ― ― 0 0 0

人数 727 810 848 703 791 890

人数 53,249 59,724 63,102 52,516 60,055 68,676

介護保険施設サービス
介護老人福祉施設 人数 9,450 10,026 11,808 12,432 13,680 14,292

介護老人保健施設 人数 8,478 8,491 8,268 9,444 10,608 10,608

介護療養型医療施設 人数 5,008 5,057 4,896 5,520 5,520 5,520

■予防給付 （年　間）

単位 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

介護予防サービス
介護予防訪問介護 回数 43,160 45,443 44,265 123,389 142,011 160,817
介護予防訪問入浴介護 回数 0 2 0 242 334 457

介護予防訪問看護 回数 540 441 422 2,182 2,659 3,221
介護予防訪問リハビリテーション 回数 0 0 0 0 0 0

介護予防居宅療養管理指導 人数 184 151 132 528 512 671

介護予防通所介護 回数 18,439 23,313 23,050 11,234 12,894 14,797
介護予防通所リハビリテーション 回数 1,238 1,423 1,814 1,459 1,617 1,780
介護予防短期入所生活介護 日数 270 268 406 2,167 2,446 2,798

介護予防短期入所療養介護 日数 34 24 78 442 461 481

介護予防特定施設入居者生活介護 人数 0 29 24 48 48 48

介護予防福祉用具貸与 人数 1,215 1,309 1,128 6,350 7,378 8,567
特定介護予防福祉用具販売 人数 131 134 133 479 531 588

地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 回数 ― ― ― 1,710 1,760 1,809

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 ― ― ― 1,047 1,204 1,256
介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 ― ― ― 108 120 120

人数 96 143 144 413 465 523

人数 10,523 11,400 12,037 33,410 38,206 43,690介護予防支援

住宅改修
居宅介護支援

住宅改修

＜資料編＞
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３ 地域支援事業実施計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

79,129人 81,855人 84,582人

3,956人 4,568人 4,960人

介護予防特定高齢者施策

特定高齢者把握事業
要支援・要介護状態となる可能性の高
い高齢者の把握

3,956人 4,568人 4,960人 対象者数/年

通所型介護予防事業

介護予防教室
転倒や骨折などを予防するための教室
の実施

1,180人 1,239人 1,298人 参加者数/年

介護予防栄養改善事業
低栄養状態の改善などを目的とした事
業

40人 80人 120人 参加者数/年

介護予防口腔機能の向上事業
摂食やえん下機能に関する機能訓練の
指導等の事業

40人 80人 120人 参加者数/年

介護予防運動器の機能向上事業簡易な器具を用いた運動等の実施 40人 80人 120人 参加者数/年

訪問型介護予防事業

訪問指導
保健師などが訪問し必要な保健指導等
を行う事業

751人 778人 804人 対象者数/年

食の自立支援事業
訪問による食事サービスを提供すると
ともに，安否の確認などを実施

190人 200人 210人 対象者数/年

介護予防特定高齢者施策評価事業

介護予防一般高齢者施策

介護予防普及啓発事業

介護予防一般高齢者施策評価事業

地域包括支援センターの設置・運営に
係る事業

21箇所 21箇所 21箇所 設置箇所数

介護給付等費用適正化事業

介護給付費通知  
サービス利用者にサービスの利用状況
をお知らせする通知の送付

1回 2回 2回 通知回数/年

家族介護支援事業

介護方法や介護予防，介護者の健康づ
くり等の教室の開催

500人 520人 560人 参加者数/年

徘徊行動のみられる高齢者の早期保護
等を目的とした事業の実施

16人 18人 20人 利用者数/年

重度認定者を在宅で介護している家族
に対する慰労金の支給事業

720人 740人 760人 受給者数/年

その他事業　　　　　　　

成年後見制度の利用にかかる，制度利
用に要する経費などの助成事業

2件 3件 4件 利用件数/年

シルバーハウジングなどの高齢者住宅
に生活援助員を派遣し生活相談等を実
施

113世帯 121世帯 121世帯 利用世帯数/年

栄養改善が必要な高齢者に対し，配食
サービスを手段とした，見守りを実施

720人 740人 760人 利用者数/年

事　　　　業　　　　名

単　位高　　齢　　者　　人　　口

地　域　支　援　事　業　対　象　者　数

介護予防事業 要支援・要介護状態となる可能性の高いハイリスク高齢者に対する介護予防事業

事業計画で定めた「介護予防事業の効果による要介護認定者数の目標値」に対する達成
状況を通じ，事業の評価を実施する

介護予防に関する知識の普及・啓発のための事業を実施

年度ごとに国から示される事業評価項目に基づいた事業評価を実施

包括的支援事業

任意事業 市の判断により，地域の実情に応じた多様な介護予防に関する事業を実施

家族介護予防教室

認知症高齢者見守り事業

家族介護継続支援事業

成年後見制度利用支援事業

生活援助員派遣関連事業

配食サービス事業

＜資料編＞ 
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４ 第３次高齢者保健福祉計画・第２期介護保険事業計画（平成１５年～１９年

度）における施策体系ごとの個別評価 
 
基本目標１：健康ではつらつとした生活の実現 

現状並びに今後の課題 
施策 事 業 

 指 標 年度 計画値 実 績 達成率 
・平成１９年度までに全３７地区への設立を目指し，地域の実情や特性に応じ

た健康づくり活動が展開できるように，支援方法を検討していく必要がある。

15 15地区 12地区 80.0%

○主健康づくり実

践活動の推進 

 
健康づくり推進組織

の設立地区数 16 26地区 16地区 61.5%
・概ね順調に進捗している。 

15 894回 800回 89.5%
○主健康教育の実

施 
 健康教育延開催回数 

16 917回 761回 83.0%
・概ね順調に進捗しているが，市民がより身近に利用しやすい体制づくりを行

い，利用者の増加を目指す。 
15 15か所 15か所 100.0%

実施会場数 
16 16か所 19か所 118.8%
15 950か所 743ヶ所 78.2%

総合健康相談の

実施 

 
延実施回数 

16 950か所 748ヶ所 78.7%

健
康
づ
く
り
の
推
進 

健康手帳の交付 ・単に手帳を交付するだけでなくその活用に重点をおいて取り組む必要がある。
・胃がん検診の受診率が低迷しているが，その他の検診については概ね順調に

進捗している。 
15 48.2％ 48.7％ 101.0%

基本健康診査受診率 
16 49.1％ 42.9％ 87.4%
15 10.1％ 9.3％ 92.1%

胃がん検診受診率 
16 19.0％ 8.7％ 45.8%
15 18.0％ 23.4％ 130.0%

大腸がん検診受診率 
16 18.3％ 21.4％ 116.9%
15 34.1％ 33.8％ 99.1%

肺がん検診受診率 
16 35.2％ 30.0％ 85.2%
15 12.8％ 12.6％ 98.4%

子宮がん検診受診率 
16 13.1％ 10.9％ 83.2%
15 13.7％ 13.5％ 98.5%

乳がん検診受診率 
16 14.1％ 11.7％ 83.0%
15 33.3％ 40.8％ 122.5%

前立腺がん検診受診率
16 37.5％ 35.3％ 94.1%
15 － 22.6％ － 

骨粗鬆症検診受診率 
16 － 21.1％ － 
15 － 10.6％ － 

生
活
習
慣
病
予
防
対
策
の
推
進 

○主健康診査の実

施 

 

歯周病検診受診率 
16 － 10.0％ － 

 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 施策 

事 業 
 指 標 年度 計画値 実 績 達成率 

・要訪問対象者への訪問実施率を高めるよう努める必要がある。 
15 485回 482回 99.4%

○主訪問指導の実

施 
 延訪問回数 

16 502回 281回 56.0%
・概ね順調に進捗している。 

15 894回 800回 89.5%
健康教育の実施

（再掲） 
 健康教育延開催回数 

16 917回 761回 83.0%
・概ね順調に進捗している。 
・より市民に身近な場所や時間帯を設定するなど，利用しやすい体制づくりを

行っていく必要がある。 
15 545回 878回 161.1%

生
活
習
慣
病
予
防
対
策
の
推
進 

重点健康相談の

実施 

 延実施回数 
16 545回 667回 122.4%

・実施会場の拡大と地域団体などとの連携による対象者の発掘を図る必要があ

る。 
15 42か所 43か所 102.4%

実施会場数 
16 63か所 48か所 76.2%
15 7,560人 6,619人 87.6%

○主介護予防教室

の推進 

 
延参加者数 

16 11,340人 8,467人 74.7%
・事業が急激に進行したことにより課題が生じたため，平成１７年度に事業の

見直しを行った。 
・今後は事業の適正化をより一層推進していく必要がある。（見直し内容：対

象者，利用期間の設定など） 
15 11か所 15か所 136.4%

専用施設数 
16 15か所 20か所 133.3%
15 22,800回 28,896回 126.7%

○主生きがい対応

型デイサービス

事業の推進 

 
延利用回数 

16 29,200回 53,639回 183.7%
・要介護状態に陥りやすい高齢者を早期把握・早期対応するため，関係機関と

の連携を強化する必要がある。 
15 3,624回 3,285回 90.7%

訪問指導の実施 

 延訪問回数 
16 3,726回 3,017回 81.0%

・計画では目標値を設定していないが，サービスのニーズは満たしている。 
15 － 326件 －

在宅歯科診療の

実施 
 診療件数 

16 － 265件 －

介
護
予
防
の
推
進 

痴呆(認知症)予
防対策の推進 

・認知症は，早期発見・早期治療が有効なことから，本市における認知症対策

を早急に確立する必要がある。 
・そのため，専門的な視点にたった検討に基づき，庁内関係各課の役割を明確

にするとともに，施策の体系的な整備を進める必要がある。 

 

＜資料編＞ 



 

 
- 112 - 

基本目標２：生きがいをもった生活の実現 
現状並びに今後の課題 施策 

事 業 細事業 
指標 年度 計画値 実績 達成率 

生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ

ｽ事業の推進 
・事業が急激に進行したことにより課題が生じたため，

平成１７年度に事業の見直しを行った。 
・今後は事業の適正化をより一層推進していく必要があ

る。（見直し内容：対象者，利用期間の設定など） 
15 11か所 15か所 136.4%専用施設

数 16 15か所 20か所 133.3%
15 22,800回 28,896回 126.7%

○主生きが

い対応型

デイサー

ビス事業

の 推 進

【再掲】 
専用施設の整備促進  

延利用回

数 16 29,200回 53,639回 183.7%
・高齢者の生きがいづくりを支援するため，新規講座な

どについて検討する必要がある。 
15 － 241,620人 － 

生
き
が
い
づ
く
り
の
充
実 

老人福祉

センター

事業の充

実 

・生きがいづくりの充実

・介護予防事業等の充実

・世代間交流事業の充実 延利用者数

16 － 229,016人 － 
・平均寿命の伸張に伴い，対象者が年々増加しているた

め，対象者の年齢の見直しをはじめ，敬老事業全体の

あり方について整理する必要がある。 
・敬老会については，地区の実情や高齢者のニーズに合

った内容となるよう工夫をする必要がある。 
15 － 938人 － 米寿お祝い対

象者 16 － 944人 － 
15 － 50人 － 白寿お祝い対

象者 16 － 41人 － 
15 － 34,121人 － 敬老会参加者

数 16 － 32,211人 － 
15 － 2,131人 － ８０歳 

到達者 16 － 2,346人 － 
15 － 620人 － ９０歳 

到達者 16 － 723人 － 
15 － 20人 － 

敬
老
事
業
の
充
実 

・米寿・白寿のお祝いの実施 
・敬老会の開催支援 
・敬老祝金の贈呈 

敬
老
祝
金
対
象
者 １００歳
到達者 16 － 30人 － 

・老人クラブ連合会だけでなく，自治会連合会などと連

携を図り，会員 の拡充や各種事業の取り組みを行っ

ていく必要がある。 
15 － 390クラブ － 単位老人クラ

ブ数 16 － 382クラブ － 
15 － 19,794人 － 

生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進 

老
人
ク
ラ
ブ
活
動
の
活
性
化

・老人クラブの育成支援 
・友愛・奉仕活動の充実 
・健康づくり活動の充実 
・スポーツ活動の充実 

老人クラブ会

員数 16 － 18,988人 － 

 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 施策 

事 業 細事業 
指標 年度 計画値 実績 達成率 

生涯学習

環境の整

備 

・学習の充実 
・情報化社会に対応し

た学習の充実 
・学習施設の充実 
・学習情報提供・学習

相談の充実 
・学習の成果を社会に

活かす機会の拡大 

・情報化社会に対応した学習機会の充実に向け，ＩＴ講

習会を実施しているが，平成１８年度までの事業であ

るため，事業終了後の対応を検討する必要がある。 
・第３図書館の建設については，雀宮駅周辺整備事業と

の総合調整が必要である。 

文化活動の

ための環境

づくり 

・発表機会の充実 
・人材の登録と活用 
・地域文化の伝承 

・市民芸術祭については，芸術文化振興の継続的な推進

のため，民間団体への事務移管等を検討していく。 

生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進 

学
習
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実 

生涯スポ

ーツ活動

の推進 

・スポーツ活動の機会

の確保 
・高齢者向けスポーツ

活動の充実 
・スポーツ教室事業の

推進と指導者の養成

・スポーツ施設の充実

・総合型地域スポーツクラブについては，モデル地区の

検証を行い，今後の全市的な展開についての方針を定

めていく。 
・ニュースポーツの普及や，市民ニーズに沿った教室の

開催や指導者の育成に努めていく必要がある。 

・シルバー大学卒業生が事業運営を担えるような仕組み

づくりがうまく出来ていないため，事業が早期に軌道

にのるよう，老人クラブなどの関係組織に働きかけを

行い，地域に密着した実践塾を設置する。 
15 6か所 3か所 50.0%

○主高齢者地域活動実践塾の推進 

実践塾設

置数 16 10か所 4か所 40.0%

高
齢
者
能
力
の
活
用
促
進 
シルバーボランティアの育成・支援 ・養成講座終了後のフォローアップ体制の充実を図る。

・活動拠点（シニアボランティアセンター）の有効活用

を図る必要がある。 
・高齢者の就業感が多様化しているため，これらに応え

られる組織体制づくりと新しい就業分野の開拓が必

要である。 
15 － 81,839人 － 就業延

人員 16 － 95,844人 － 
15 － 382,542千円 － 

シルバー人

材センター

の支援・拡充 

・就業機会の拡大と

会員確保の推進 
・無料職業紹介事業

の充実  

契約金

額 16 － 419,393千円 － 

高
齢
者
就
労
の
啓
発
・
促
進 

高年齢者の

就労支援・相

談事業の充

実 

・再就職合同面接会

の実施 
・公共職業安定所（ﾊ

ﾛｰﾜｰｸ）との連携 

・引き続き公共職業安定所や栃木県との情報交換を行っ

ていく必要がある。 

・広く制度の周知を図る必要がある。 

15 － 5,500人 － 

社
会
参
画
の
促
進 

高齢者の外出支

援の充実 
○主高齢者外出支援事

業の推進 バスカード購入費

助成券交付人数 16 － 5,036人 － 

＜資料編＞ 
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基本目標３：安心して自立した生活の推進 
現状並びに今後の課題 施策 

事 業 細事業 
 指標 年度 計画値 実績 達成率 
・実績が大きく上回っており，サービス需要は高い。 
・適正な居宅サービス計画の策定が必須かつ重要であることから，計画

の策定を行うケアマネジャーの育成支援が必要である。 
15 58,044人 185,140人 319.0％

居宅介護

支援 

 

利用者数 
（人／年） 16 62,364人 212,505人 340.8％
・利用者のうち約６０%が要支援・要介護１で占められている。 
・高齢者への過度の生活援助は自立支援につながらず，運動機能等の低

下を招く恐れがあることから，利用者の心身の状況に即した適正な給

付を図る必要がある。 
15 296,161回 398,504回 134.6％

訪問介護 

 

利用回数 
（回／年） 16 321,461回 462,377回 143.8％

・概ね順調に推移している。 
・適切なサービス基盤の整備推進が必要である。 

15 8,046回 8,005回 99.5％

訪問入浴

介護  

利用回数 
（回／年） 16 8,897回 8,016回 90.1％

・概ね順調に推移している。 
・訪問看護従事職員の確保および資質向上を図る必要がある。 

15 28,682回 27,359回 95.4％

訪問看護 
 

利用回数 
（回／年） 16 31,132回 28,633回 92.0％

・事業者数が少ない（H１６現在／市内：５ヶ所，市外：１ヶ所） 
・代替可能である他のリハビリテーションサービスの現状等を踏まえ，

適切なサービス基盤の整備推進が必要である。 
15 1,065回 205回 19.3％

訪問リハ

ビリテー

ション  

利用回数 
（回／年） 16 1,247回 144回 11.6％

・実績値が大きく伸びており，サービス需要は高い。 
・安定した供給量の確保が必要である。 

15 240,568回 231,925回 96.4％

通所介護 

 

利用回数 
（回／年） 16 261,094回 284,154回 108.8％

・事業者数が少ない（H１６現在／市内：１１ヶ所，市外：４ヶ所） 
・代替可能である他のリハビリテーションサービスの現状等を踏まえ，

適切なサービス基盤整備の推進が必要である。 
15 52,064回 39,632回 76.1％

通所リハ

ビリテー

ション  

利用回数 
（回／年） 16 56,510回 44,020回 77.9％

・概ね順調に推移している。 
・適切なサービス基盤の整備推進が必要である。 

15 43,102日 37,235日 86.4％
短期入所

生活介護 利用日数 
（回／年） 16 49,200日 36,536日 74.3％

15 7,186日 7,790日 108.4％

○主
介
護
保
険
事
業
の
推
進 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

居宅サ

ービス 

短期入所

療養介護 

 

利用日数 
（回／年） 16 8,203日 7,702日 93.9％

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 

施策 事 業 細事業 
 指標 年度 計画値 実績 達成率 
・療養上の管理が必要な在宅高齢者に対し，利用啓発に取り組む必要が

ある。 
15 5,832人 4,214人 72.3％

居宅療養

管理指導 

 

利用者数 
（人／年） 16 6,276人 4,295人 68.4％
・認知症高齢者の増加に伴う，需要の増加が予想される。 
・より一層のサービスの質の向上とともに，適正な配置による基盤整備

の推進が必要である。 
15 2,916人 1,221人 41.9％

痴呆（認

知症）対

応型共同

生活介護  

利用者数 
（人／年） 16 3,024人 2,062人 68.2％
・施設整備の進捗に伴い利用が増加しており，サービスに対する需要は

高いことが予想される。 
・適正なサービスの基盤整備の推進が必要である。 

15 108人 121人 112.0％

特定施設

入所者生

活介護 

 

利用者数 
（人／年） 16 1,056人 540人 51.1％
・利用者は着実に増加している。 
・利用者や事業者に対し適切な助言や指導が必要である。 
・適正な給付が行われているか検証する必要がある。 

15 － 1,240人 － 

福祉用具

の貸与・

購入費の

支給  
利用者数 
（人／年） 16 － 1,398人 12.7％増
・要介護者の心身の状況等に応じた適切な住宅改修の実施が行われるよ

う，申請時に必要な「理由書」を作成する介護支援専門員等に対する

研修等の充実を図る必要がある。 
15 － 823人 － 

居宅サ

ービス 

住宅改修

費の支給 

 

利用者数 
（人／年） 16 － 953人 15.8％増

施設サービス ・各施設の実績値は９０%を超えている。 
・施設サービスが必要な要介護者が，適切にサービスを利用できるよう

施設の基盤整備の推進が必要である。 
15 9,600人 9,450人 98.4％介護老人

福祉施設 
利用者数 
（人／年） 16 11,040人 10,026人 90.8％

15 8,508人 8,478人 99.7％介護老人

保健施設 
利用者数 
（人／年） 16 8,508人 8,491人 99.8％

15 4,776人 5,008人 104.9％

 

介護療養

型医療施

設 

 

利用者数 
（人／年） 16 5,316人 5,057人 95.1％

・実績値が大きく伸びており，サービス需要は高い。 
・制度の適切な利用を促進する必要がある。 

15 12,540人 14,675人 117.0％

○主
介
護
保
険
事
業
の
推
進 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

市町村

特別給

付 

紙おむつ

購入費の

支給 

 

利用者数 
（人／年） 16 13,659人 17,095人 125.2％

 

＜資料編＞ 
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現状並びに今後の課題 
施策 事 業 細事業 

 指標 年度 計画値 実績 達成率 
事業費の見込み ・おおむね順調に推移している。 

・法定給付及び特別給付ともに適正な実績となっている。 
15 12,639,102千円 12,652,657千円 100.1％総給付費 給付額 

（千円/年） 16 13,855,888千円 14,073,586千円 101.6％
15 12,583,755千円 12,599,821千円 100.1％法定給付

費 
給付額 
（千円/年） 16 13,795,653千円 14,010,770千円 101.6％

15 55,347千円 52,836千円 95.5％

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

 

特別給付

費 

 

給付額 
（千円/年） 16 60,235千円 62,816千円 104.3％

サービス

計画の作

成支援 

・年数回，適宜研修会を開催し，技術向上を図っている。 
・介護支援専門員間の全体的な質の向上を図るため，引き続いて研修の

充実を図る必要がある。 
・制度案内や事業者情報の提供を行っている。 
・市民がより身近なところで情報を得られるよう，ホームページ等の広

報手段の充実を図る必要がある。 
15 － 9,000冊 － 介護保険の手引き 

作成冊数（冊／年） 16 － 9,500冊 － 
15 － 4,400冊 － 

サービス

情報の提

供 

 
サービス事業者名簿

作成冊数（冊／年） 16 － 4,400冊 － 
・利用実績は概ね予想通りである。 
・介護保険制度の改正を踏まえ，見直しを行う必要がある。 

15 240人 354人 147.5％

サービス

利用の支

援策の充

実 

 

短期入所ｻｰﾋﾞｽ支援

事業利用者（人／年） 16 372人 404人 108.6％

心
身
の
状
態
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
支
援 
地域ケア

会議の活

用 

・地域ケア会議の機能を分化させ，より地域に密着した「地域会議」や

「見守り活動会議」を開催している。 
・地域ケア会議の位置付け等を整理し，より効果的な運営方法等につい

て検討を図る必要がある。 
サービス

の評価 
・栃木県が全事業者に対し「自己評価」を実施している。 
・「自己評価」自体の公表が進んでいないことから，ホームページなど

の広報媒体を活用した事業者評価等の情報提供が必要である。 
・居宅介護支援事業者研修会やｻｰﾋﾞｽ事業者研修会等を適宜開催している。

・介護ｻｰﾋﾞｽ事業者連絡協議会への加入者数が少ないことから，加入促進

の支援や活動支援を実施する必要がある。 
15 － 7回 － 居宅介護支援事業者研修

会開催回数（回／年） 16 － 9回 － 

15 － 3回 － 

事業者の

連携 

 

サービス事業者研修会開

催回数（回／年） 16 － 3回 － 

サービス

利用実態

の把握 

・「介護保険利用者実態調査」,「ｻｰﾋﾞｽ事業者実態調査」を実施している。
・制度改正により創設される新規サービスの利用見込みや，事業者の参

入意向を的確に把握する調査の実施が必要である。 

○主
介
護
保
険
事
業
の
推
進 

事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
方
策 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
充
実 

よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
環
境
づ
く
り 必要なサ
ービス量

の確保 

・施設サービス基盤の計画的整備を推進する必要がある。 
・事業者等に対し，居宅サービスのうち供給量の不足しているサービス

への参入を促す必要がある。 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 

施策 事 業 細事業 
指標 年度 計画値 実績 達成率

・訪問調査員や介護認定審査委員の資質の向上を図るた

め，必要な知識の習得や技能を向上させる研修会を実施

している。 
・制度改正に伴い，認定調査の変更項目に係る判断基準及

び特記事項の記載方法を習得させるため，より頻繁な研

修の実施が必要である。 
15 － 3回 － 新任者研修会開

催回数（回／年）16 － 3回 － 
15 － 3回 － 現任者研修開催

回数（回／年） 16 － 2回 － 
15 － 1回 － 

要介護認定の公平性・

公正性の確保 

 

県研修開催回数

（回／年） 16 － 1回 － 
訪問介護利用者負担減

額の適用範囲の拡大 
・他の減額制度に該当する方への，十分な周知が必要であ

る。 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
充
実 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
公
平
性
・
公
正
性
の
確
保 

社会福祉法人等利用者

負担減額の適用範囲の

拡大 

・制度改正に伴い，実施方法の検討が必要である。 

相談窓口・専用電話の

設置 
・介護保険サービスに関する苦情や相談に対し，迅速かつ

公正に対処するため，相談窓口として専用電話を設置し

ている。 
・市民や利用者への一層の周知徹底が必要である。 

国民健康保険団体連合

会等との連携 
・本市相談窓口等で受けた利用者等からの苦情について，

月次集計を行い定期的に情報提供を実施している。 

○主
介
護
保
険
事
業
の
推
進 

事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
方
策 サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
権
利
の
擁
護

相
談
・
苦
情
体
制
の
充
実 

介護相談員派遣事業の

実施 
・市内２２ヶ所の施設へ派遣を実施しており，利用者権利

擁護の一助を担っている。 
・全サービス事業者への拡大が必要である。 

＜資料編＞ 
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現状並びに今後の課題 
施策 事 業 細事業 

 指標 年度 計画値 実績 達成率 
第１号被保険者

保険料の減免 
・毎年度１００名を超える被保険者から申請を受け保険料減額

を実施している。 
・過年度から長期にわたり滞納している者の申請はほとんどな

く，滞納者の保険料納付推進にはあまり効果があがらない状

態である。 
・法改正に伴い，適用範囲や適用基準の見直しが必要である。

・「激変緩和策」は１６年度で終了。 
・「障害者」施策は継続実施。 
・他の減額制度に該当する方への，十分な周知が必要である。

15 1,000人 1,159人 115.9％

訪問介護利用者

負担の減額 

 

利用者数 
（人／年） 16 1,090人 1,123人 103.0％

・制度改正に伴い，実施方法の検討が必要である。 

15 260人 191人 73.5％

低所得者

への対応 

社会福祉法人等

利用者負担の減

額  
利用者数 
（人／年） 16 230人 176人 76.5％

・在宅介護支援センターが主催し，民生委員等が参画する「地

域会議」を継続的に開催している。 
・会議の運営状況を見極めた上で，適切な支援実施を行い，地

域格差の均一化を図る必要がある。 
15 － 227回 － 

民生委員・児童

委員との連携 

 
地域会議開催

回数（回／年） 16 － 137回 － 
ボランティア・

ＮＰО団体との

連携 

・社会福祉協議会内にボランティアセンターを設置し，「ボラ

ンティア養成講座」の開催や「出前福祉講座」の実施など，

育成支援を行っている。 
・福祉分野以外のボランティアなどと総合的な連携が必要であ

る。 
社会福祉協議会

との連携 
・「総合相談センター」を設け，保健師や看護師による看護・

介護に関する特別相談等を実施している。 
・社協を中心とした総合的な地域福祉活動推進体制の整備が必

要である。 
保健・医療関係

団体との連携 
・宇都宮市医師会，宇都宮市歯科医師会等関係８団体より介護

認定審査会委員推薦に係る協力を得て，円滑な審査会運営を

実施している。 

関係団体

との連携 

その他の団体と

の連携 
・宇都宮市老人クラブ連合会や女性団体連絡協議会，自治会連

合会などとの連携を図り，住民主体の地域福祉の推進を実施

する必要がある。 

○主
介
護
保
険
事
業
の
推
進 

事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
方
策 

計画の進行管理 ・サービス利用者や事業者を対象とする実態調査を実施すると

ともに，主要事業の進行管理を行っている。 
・社会福祉審議会に対し，事業の進捗状況を報告している。 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 施

策 
事 

業 
細事業 

 指標 年度 計画値 実績 達成率 
・目標量と比較すると達成率は低いが，サービスのニーズは満たしてい

る。 
・今後は，要介護状態への移行を予防するために，支援内容等について

事業の見直しを検討していく必要がある。 
15 2,860回 1,313回 45.9%

○主生活支援型ホー

ムヘルプサービス

の充実 

 

ホームヘルパー

延派遣回数 16 2,912回 893回 30.7%
・高齢者の自立を損ねることなく，真に軽度の生活援助を必要とする人

に対しての事業となるよう，対象者等の見直しを行う必要がある。 
15 8,280回 8,118回 98.0%

○主高齢者軽度生活

支援事業の充実 

 

延利用回数 
16 8,520回 10,545回 123.8%

・「配食サービス事業」から高齢者の自立を促進するための「食の自立

支援事業」への転換を図った。 
・必要な人に適切なサービスを提供できるよう，アセスメントを強化し

ていく必要がある。 
15 118,000食 123,352食 104.5%

○主配食サービス事

業の推進 

 延配食数 
16 121,000食 136,028食 112.4%

・当該事業の周知と事業取扱事業者の拡大が必要である。 

15 － 9世帯 － 

はいかい高齢者等

の位置検索システ

ム利用に対する助

成事業の充実 
 
対象世帯数 

16 － 5世帯 － 
・ニーズに応じたベッド数が確保できるよう検討していく必要がある。

15 － 25人 － 
高齢者短期宿泊事

業の実施  
延利用者数 

16 － 31人 － 
日常生活用具の給

付事業の推進 
・介護保険制度改正後の新予防給付を視野に入れながら，事業のあり方

や給付対象者などについて，必要に応じて検討する。 
・急病や災害時等に迅速に対応するため，地域による見守りや医療機関，

消防等の関係機関との連携を図る必要がある。 

15 － 154台 － 

緊急通報装置の給

付貸与事業の推進 

 緊急通報装置設
置台数 16 － 140台 － 
・新規申請は少なくなってきているが，保護衛生と健康保持のため， 
サービスの必要な方に適切に交付している。 
・今後も，高齢者の閉じこもり防止や交流機会を提供するため，また，

健康及び衛生の保持増進のため，事業を継続していく。 
15 － 191人 － 

福祉入浴事業の推

進 

 無料入浴券交付
人数 16 － 209人 － 
・事業の周知を図る一方，対象者の利用の必要性の有無を検討するなど，

事業の適正な運営に努める必要がある。 
15 － 5,583人 － 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

はり，きゅう，マ

ッサージ施術料の

助成事業の推進  助成券交付人数
16 － 6,454人 － 

＜資料編＞ 
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現状並びに今後の課題 施

策 
事 

業 
細事業 

 指標 年度 計画値 実績 達成率 
・国の交付金対象事業採択の動向を見極めながら，引き続き目標量の達

成に努める。 
15 330床 300床 90.9%

ケアハウスの整備 

 

ベッド数 
16 380床 300床 79.0%

・ちとせ寮・松原荘の一体的な再整備については，国の施設整備費国庫

補助金等の削減及び特養入所希望者の状況をかんがみ，供用開始年度

を見直した。 
15 110床 110床 100.0%ちとせ寮のベッ

ド数 16 110床 110床 100.0%
15 50床 50床 100.0%

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

養護老人ホーム「ち

とせ寮」，軽費老人

ホーム「松原荘」の

整備  

松原荘のベッド

数 16 50床 50床 100.0%
・設置窓口数については，地区行政の進度と整合を図った形で整理する

必要がある。 
15 1か所 1か所 100.0%

○主地域における保

健福祉サービス提

供体制の整備 
 
保健と福祉に関する

総合相談窓口数 16 5か所 4か所 80.0%
情報管理・提供シス

テムの整備 
・「宇都宮市保健福祉部情報化計画」に位置付けている保健・医療・福

祉に跨る情報ネットワークの構築については，平成１７年度中にホー

ムページの掲載内容に関する基準を検討していく。 

保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
総
合
化
の
推
進 

保健・医療関係団体

との連携 
・市が実施する保健衛生事業については医師等の派遣が必要なことから，

事業の必要性はあるが，事業の対象などについての見直しが必要であ

る。 
・また，医師会等の各団体に所属していない関係団体との連携の方策を

検討する必要がある。 
・高齢者の情報を地域に対して提供することと，個人情報の保護が表裏

一体であることから，適切に対象者を見出すことが難しい。 
・また，見守り対象者の選出の基準，取り組み等，地域差が生じている

ことから，均質化を図る必要がある。 
15 － 8自治会 － ネットワーク設

置自治会数 16 － 103自治会 － 
15 － 378人 － 

○主ひとり暮らし高

齢者の安心ネット

ワークシステムの

構築 
 

見守り対象高齢

者数 16 － 532人 － 
社会福祉協議会と

の連携強化 
・本市で策定した「地域福祉計画」に沿って，社協が「地域福祉行動計

画」を策定しているところであるが，今後はこの活動計画の着実な推

進を図っていく必要がある。 
民生委員・児童委員

との連携強化 
・民生委員・児童委員協議会高齢福祉部会の活動を活性化し，部会員同

士の情報交換の機会を増やす。 
地域組織等の関係

団体との連携強化 
・地域福祉に対する理解と協力について地域格差があるため，地域社会

を構築する関係団体との連携を更に強化する必要 がある。 

地
域
保
健
・
福
祉
体
制
の
充
実 

地
域
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

在宅介護支援セン

ターの充実 
・現行の在宅介護支援センターを，平成１８年度に創設される地域包括

支援センターへ移行させることについて，本市にふさわしいセンター

となるよう，具体的な内容を検討する必要がある。 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 施

策 
事 

業 
細事業 

 指標 年度 計画値 実績 達成率 
ボランティア養成

の促進 
・養成講座の受講者が即ボランティア活動ができるよう，フォローアッ

プ体制の充実を図る必要がある。 
・貸し出し用のボランティア活動用機材の充実を図る。 
・関連機関との連携を強化し，災害・緊急時を見据えたボランティアグ

ループのネットワーク化を図る必要がある。 
15 258団体 458団体 177.5%ボランティア登

録団体数 16 276団体 533団体 193.1%
15 400人 496人 124.0%

地
域
保
健
・
福
祉
体
制
の
充
実 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
の
支
援

○主ボランティア・

NPO活動の支援 

 

ボランティア登

録個人数 16 450人 550人 122.2%
社会福祉法人などのサ

ービス提供事業者の育

成・支援の充実 

・年々増加していく社会福祉法人・施設への対応として，効果的・効率

的な指導監査に向けた取り組みが必要である。 

社会福祉事業従事

者の育成 
マンパワーの確保 

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

人
材
の
養
成
・
確
保
の
推
進 訪問介護員の養成 

・訪問介護員の養成については，民間事業者が実施している研修の受講

料との格差が大きく，官民のバランス等を考慮し事業のあり方を検討

する必要がある。 

高
齢
者
の
権
利
擁
護
の
充
実 

成年後見制度の活用 ・制度の認知度が低い状況にあるため，市民に対しパンフレット等を活
用し周知に努める必要がある。 

 

＜資料編＞ 
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基本目標４：快適な生活環境の実現 
現状並びに今後の課題 施策 

事 業 細事業 
指標 年度 計画値 実績 達成率 

公共建築物のバリ

アフリーの推進 
・厳しい財政状況の中ではあるが，効率性や重点化に配慮し，

優先順位を考慮しながらﾊﾞﾘｱﾌﾘｰをすすめる必要がある。 
・概ね順調に進捗している。 

15 96か所 99か所 103.1%

○主公共施

設等のバ

リアフリ

ーの推進 
公園のバリアフ 
リーの推進  

バリアフリーを図

った公園数(累計) 16 122か所 127か所 104.1%
民間の公共的施設

のバリアフリー化

の整備促進 

・事業者が自らが率先してバリアフリーのまちづくりを実現す

る機運を高めるため，事業者に意識啓発を図る必要がある。

・市主導によるバリアフリー整備促進の方策として，補助制度

について，広報紙やホームページ等で広く事業者に周知を図

る必要がある。 
15 － 7件 － 

○主民間の

公共的施

設のバリ

アフリー

の促進 
施設整備の支援 

バリアフリー整

備補助件数 16 － 2件 － 
・今後も整備効果などを十分検討しながらﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを図る。 

15 900か所 641か所 71.2%
道路のバリアフ 
リーの推進 道路の段差解消

か所数 16 1,100か所 696か所 63.3%
・バス事業者の経営状況は大変厳しく，ノンステップバスの計

画的導入のためには，バス事業者に対しての補助を行い負担

を軽くすることが必要である。 
15 10台 11台 110.0%

人にやさしいバス

（ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ）の

導入促進 
ノンステップバ

ス導入台数 16 15台 14台 93.3%

公
共
施
設
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進 

○主道路・

交通環境

のバリア

フリーの

促進 

交通ターミナル周

辺のバリアフリー

の促進 

・平成１６年度はＪＲ宇都宮駅のバリアフリー整備に対する助

成を行った。 
・今年度以降は，駅周辺の歩道や案内板の整備を行う。 

広報紙等を活用し

た情報提供の推進

・効果的な周知・情報提供方法について検討する必要がある。

市民福祉のつどい

の開催 
・概ね順調に進捗している。 

福祉都市宣言の周知 ・概ね順調に進捗している。 

○主広報・

啓発活動

の推進 

福祉のまちづくり

推進協議会の活動

支援 

・市民・事業者への効果的な意識啓発の方法や自らまちづくり

を実践していく機運を盛り上げる必要がある。 

特色ある総合的な学

習の時間等の推進 
・概ね順調に進捗している。 

はばたけ宮っ子（地域

体験活動等）事業の推

進 

・概ね順調に進捗しているが，児童生徒の日常的な実践につな

げていく必要がある。 

・地域の文化祭・福祉まつり等で福祉体験講座を開催し，より

多くの人に体験を通じて福祉への理解を深めてもらう必要

がある。 
15 － 181回 － 

だ
れ
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 
こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進 

○主福祉教

育の推進 

出前福祉講座の推進

開催回数 
16 － 195回 － 

＜資料編＞
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現状並びに今後の課題 施

策 
事 業 細事業 

指標 年度 計画値 実績 達成率 
高齢者の住宅改

修等に関する相

談機能の充実 

住宅改修等に関する相

談機能の充実 
・相談機能の一層の充実を諮る必要がある。 

・概ね順調に進捗している。 
15 60件 75件 125.0%

○主高齢者にやさ

しい住環境整備

事業の充実 

高齢者にやさしい住環

境整備の補助事業の推

進 

 

高齢者にやさしい住

環境整備補助件数 16 70件 57件 81.4%
・概ね順調に進捗している。 

15 71戸 48戸 67.6%
市営住宅建替え等に伴

うシルバーハウジング

の整備 
シルバーハウジ

ング整備戸数 16 71戸 48戸 67.6%

高齢者世話付住

宅（シルバーハ

ウジング）の充

実 シルバーハウジング生

活援助員派遣事業の充

実 

・入居者の生活指導や相談に応じられるよう関係機関

との連携を深め，高齢者用住宅安心確保連絡協議会

を設立する。 
・国の交付金対象事業採択の動向を見極めながら，引

き続き目標量の達成に努める。 
15 330床 300床 90.9%

高
齢
者
に
や
さ
し
い
居
住
環
境
の
整
備 入所施設の整備 ケアハウスの整備 

【再掲】 
ケアハウスの 
ベッド数 16 380床 300床 79.0%

＜資料編＞ 
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５ 策定体制 
(１)庁内策定体制 
 

 
 
宇都宮市高齢者保健福祉計画・宇都宮市介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 宇都宮市高齢者保健福祉計画及び宇都宮市介護保険事業計画を策定するため，宇都宮市高齢者保健福祉計
画及び宇都宮市介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 委員会の所掌事務は，次のとおりとする。 
（１） 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定。 
（２） その他，高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において，必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 
２ 委員長には保健福祉部次長，副委員長には保健福祉部次長（保健衛生担当）兼保健所長をもって充てる。 
３ 委員には別表１に掲げる者をもって充てる。ただし，別表１に掲げる委員のうち下線のある委員においては，
その審議内容に応じて召集するものとする。 
４ 委員長は委員会を総理する。 
５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 
２ 委員会は，必要に応じて関係する次長・課長等による委員会を開催することができる。 
３ 委員会は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 
 
（幹事会） 
第５条 第２条に規定する所掌事務について調査研究し，関係各課の連絡調整を行うため，委員会に幹事会を置く。 
２ 幹事会は，会長，副会長及び委員をもって組織する。 
３ 会長には保健福祉部高齢福祉課長，副会長には健康増進課長及び高齢福祉課主幹（介護保険担当主幹）をもっ
て充てる。 
４ 委員には別表２に掲げる者をもって充てる。ただし，別表２に掲げる委員のうち下線のある委員においては，
その審議内容に応じて召集するものとする。 
５ 会長は幹事会を総理する。 
６ 第４条第３項の規定は，幹事会について準用する。 
 
（庶務） 
第６条 委員会に関する庶務は，保健福祉部高齢福祉課において処理する。 
 
（補則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委員長が定める。 
 
附則 
この要綱は，平成１４年１月４日から施行する。 
附則 
この要綱は，平成１７年６月１０日から施行する。 
 
別表１（第３条関係） 
総合政策部次長，行政経営部次長，自治振興部次長，市民生活部次長，商工部次長，建設部次長，教育次長 

 
別表２（第５条関係） 
政策審議室長，財政課長，地区行政課長，市民協働課長，生活安心課長，保健福祉部総務担当主幹，保健福祉総
務課長，生活福祉課長，障害福祉課長，保健所長補佐兼保健所総務課長，保健医療監，保健予防課長，工業課長，
住宅課長，生涯学習課長，スポーツ振興課長，文化課長 
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宇都宮市高齢者保健福祉計画・宇都宮市介護保険事業計画策定庁内検討部会設置要綱 
 
（設置） 
第１条 宇都宮市における高齢者の状況を踏まえた，高齢者保健福祉施策・事業及び介護保険事業の総合的な
推進を図るため，宇都宮市高齢者保健福祉計画及び宇都宮市介護保険事業計画を策定することを目的とし
て，宇都宮市高齢者保健福祉計画及び宇都宮市介護保険事業計画庁内策定検討部会（以下「検討部会」とい
う。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 検討部会は，次に掲げる事項について調査検討を行う。 
（１） 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画原案の作成 
（２） その他，高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において必要な事項 

 
（組織） 
第３条 検討部会は，部会長，副部会長及び委員をもって組織する。 
２ 部会長には高齢福祉課長補佐，副部会長には健康増進課長補佐をもって充てる。 
３ 委員には別表に掲げる者をもって充てる。ただし，別表に掲げる課等のうち下線のある課の委員において
は，その審議内容に応じて召集するものとする。 
４ 部会長は会務を総理する。 
５ 部会長に事故あるときは，副部会長がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 検討部会の会議は，部会長が招集し，部会長がその議長となる。 
２ 検討部会は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができ
る。 

 
（庶務） 
第５条 検討部会に関する庶務は，高齢福祉課において処理する。 
 
（補則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか，検討部会の運営について必要な事項は，部会長が定める。 
 
附則 
この要綱は，平成１４年１月４日から施行する。 
附則 
この要綱は，平成１７年６月１０日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 
政策審議室，財政課，地区行政課，市民協働課，生活安心課，保健福祉部総務担当，保健福祉総務課，高齢

福祉課，生活福祉課，障害福祉課，健康増進課，保健予防課，工業課，住宅課，生涯学習課，スポーツ振興

課，文化課 
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(２)社会福祉審議会 
 
①開催経過 
＜全体会＞ 
回 開催日 審議内容 

第１回 平成１７年 ３月１７日 ●高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直し

について（報告） 

 
＜高齢者福祉専門分科会＞ 
回 開催日 審議内容 

第１回 平成１７年 ６月３０日 ●第４次宇都宮市高齢者保健福祉計画及び第３期介

護保険事業計画の策定について 

  ・介護保険制度改正の概要について 

  ・現行計画の取り組み状況について 

●検討組織の体制について 

●今後のスケジュールについて 

第２回 平成１７年 ８月 ２日 ●高齢化の見通しとアンケート調査結果について 

●現行計画の施策体系に基づく課題と対応の方向性

について 

第３回 平成１７年１０月１８日 ●地域包括支援センターの設置及び日常生活圏域

（センター担当圏域）の設定について 

●介護サービス量の見込みについて 

●介護保険アンケート調査結果について 

第４回 平成１７年１１月１８日 ●第4次宇都宮市高齢者保健福祉計画及び第３期介

護保険事業計画における施策体系（案）について

●介護保険事業における市独自施策について 

第５回 平成１８年 ２月 ７日 ●第４次宇都宮市高齢者保健福祉計画及び第３期介

護保険事業計画（案）について 

●第３期介護保険事業計画期間における介護保険料

（案）について 

第６回 平成１８年 ３月 ３日 ●社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会からの提言

書（案）について 
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②委員名簿 
＜宇都宮市社会福祉審議会全体会＞ 

所属団体等 役 職 氏 名 
1 宇都宮市議会議員 塚田 典功 

2 宇都宮市議会議員 小倉 一智 

3 宇都宮市議会議員 福田 久美子 

4 宇都宮市議会議員 福田 浩二 

5 宇都宮市母子寡婦福祉連合会 会 長 安納 ミヤ子 

6 栃木県老人福祉施設協議会 理 事 岩﨑 正日登 

7 宇都宮市民間保育園園長会 会 長 風間 嘉信 

8 栃木県知的障害者育成会宇都宮支部 支部長 加藤 佳子 

9 栃木県中央児童相談所 所 長 齋藤 誠一 

10 宇都宮市民生委員児童委員協議会 理 事 笹野 美江子 

11 宇都宮市老人クラブ連合会 会 長 佐藤 六夫 

12 宇都宮介護者の会 三條 安子 

13 宇都宮市民生委員児童委員協議会 会 長 瀬尾 充男 

14 精神障害者社会復帰施設連絡会 関口 吉弘 

15 宇都宮市居宅介護支援事業者連絡協議会 会 長 高橋 秀春 

16 宇都宮地区懇談会 直井 修一 

17 栃木県在宅介護支援センター協議会 会 長 浜野 修 

18 宇都宮地区精神障害者援護会 理 事 平出 弘子 

19 宇都宮市社会福祉協議会 会 長 藤井 清 

20 宇都宮市障害者福祉会連合会 会 長 麦倉 仁巳 

21 ハートフィールド 施設長 山村 達夫 

22 宇都宮大学教育学部 教 授 池本 喜代正 

23 宇都宮地区幼稚園連合会 会 長 石嶋 勇 

24 宇都宮市留守家庭児童会連合会 会 長 今井 恭男 

25 宇都宮市小学校長会 厚生部長 内田 貞子 

26 獨協医科大学 名誉教授 大森 健一 

27 宇都宮市医師会 副会長 大和田 恒夫 

28 宇都宮市青少年育成市民会議 会 長 鎌倉 三郎 

29 ㈱下野新聞社 総務局長 黒内 和男 

30 栃木県看護協会 会 長 鯉淵 タツノ 

31 宇都宮市歯科医師会 会 長 小林 豊 

32 宇都宮市歯科医師会 専務理事 﨑谷 秀一 

33 宇都宮市医師会 理 事 佐藤 和子 

34 宇都宮市女性団体連絡協議会 会 長 添田 包子 

35 宇都宮市医師会 理 事 高橋 邦生 

36 作新学院大学女子短期大学部 教 授 伊達 悦子 

37 宇都宮市自治会連合会 理 事 登守 正人 

38 栃木労働局雇用均等室 室 長 本間 直子 

39 宇都宮ボランティア協会 会 長 松本 カネ子 

40 宇都宮市民生委員児童委員協議会 元理事 南  三代治 

41 宇都宮保護区保護司会 副会長 森山 公子 
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【旧委員】 

所属団体等 役 職 氏 名 
1 宇都宮市議会議員 阿久津 均 

2 宇都宮市議会議員 渡辺 道仁 

3 宇都宮市議会議員 塚原 毅繁 

4 宇都宮市社会福祉協議会 会 長 須賀 万里子 

5 晃陽職業センター 施設長 外口 琢朗 

6 栃木県中央児童相談所 所 長 金子 準二 

7 宇都宮市女性団体連絡協議会 元会長 長門 芳子 

8 宇都宮市医師会 副会長 亀卦川 良宣 

9 栃木県看護協会 元会長 渡邊 暎子 

10 宇都宮市医師会 宝住 紀恵 

11 宇都宮地区幼稚園連合会 会 長 金子 耀誉 

12 宇都宮市小学校長会 山本 光子 

13 栃木県労働局雇用均等室 室 長 安達 秀子 
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＜高齢者福祉専門分科会＞         ◎…分科会長   ○…職務代理者 
学…学識経験者  議…市議会議員  社…社会福祉事業従事者 
所    属 

区 分 
団体名等 役 職 

氏 名 備考 

◎ 学 1 獨協医科大学 名誉教授 大森 健一  

○ 社 2 宇都宮市老人クラブ連合会 会 長 佐藤 六夫  

 議 3 宇都宮市議会議員 福田 久美子  

 社 4 宇都宮市社会福祉協議会 会 長 藤井 清 民生分科会兼務

 社 5 宇都宮市民生委員児童委員協議会 会 長 瀬尾 充男 児童分科会兼務

 社 6 栃木県老人福祉施設協議会県央部会 理 事 岩﨑 正日登 民生分科会兼務

 学 7 宇都宮市医師会 理 事 高橋 邦生  

 学 8 宇都宮市歯科医師会 理 事 﨑谷 秀一  

 学 9 宇都宮ボランティア協会 会 長 松本 カネ子  

 学 10 栃木県看護協会 会 長 鯉淵 タツノ  

 社 11 宇都宮市居宅介護支援事業者連絡協議会 会 長 高橋 秀春  

 社 12 栃木県在宅介護支援センター協議会 会 長 浜野 修  

 社 13 宇都宮地区介護者家族の会 三條 安子  

 議 14 宇都宮市議会議員 塚田 典功 児童分科会兼務

 議 15 宇都宮市議会議員 小倉 一智 障害分科会兼務

 議 16 宇都宮市議会議員 福田 浩二 民生分科会兼務

 学 17 宇都宮市自治会連合会 理 事 登守 正人 民生分科会兼務

 学 18 宇都宮市女性団体連絡協議会 会 長 添田 包子 民生分科会兼務

 社 19 宇都宮市障害者福祉会連合会 会 長 麦倉 仁巳 障害分科会兼務

 学 20 国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 助教授 谷口 敬道  

 学 21 宇都宮短期大学人間福祉学科 教 授 千保 喜久夫  

 学 22 栃木県栄養士会宇都宮市支部 支部長 粂  まり子  

 学 23 宇都宮市食生活改善推進団体連絡協議会 会 長 小川 擁子  

 社 24 栃木県老人保健施設協議会 会 長 尾﨑 史郎  

 社 25 宇都宮市介護サービス事業者連絡協議会 理 事 石倉 重信  

  26 市民の代表 横山 房子  

  27 市民の代表 山本 健  

  28 市民の代表 和気 和子  

 
【旧委員】 

 社 1 宇都宮市社会福祉協議会 会 長 須賀 万里子 民生・地域福祉
分科会兼務 

 学 2 栃木県看護協会 元会長 渡邊 暎子  
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６ 社会福祉審議会からの提言書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年３月１４日 
宇都宮市社会福祉審議会 

 
 
 
 
 
 
 

 

宇都宮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

提 言 書 
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１．提言にあたって 
 
   当審議会高齢者福祉専門分科会は，市が平成１５年３月に策定した「第３次宇

都宮市高齢者保健福祉計画・第２期宇都宮市介護保険事業計画」を改定するにあ

たり，専門的な見地から意見を提言するものである。 
 
   当審議会高齢者福祉専門分科会は，平成１７年６月３０日の平成１７年度第１

回会議以降，６回の会議を開催し，様々な議論を重ねてきたところである。 
 
   我が国の人口構造は高齢化が急速に進み，平成２６年（２０１４年）に４人に

１人が６５歳以上の高齢者という超高齢社会の到来が予測されているが，同年に

は本市においても高齢化率が２２．５％となる見込みであり，全国平均より低い

水準で推移しているものの，高齢化は確実に進行している。 
   高齢者人口の増大や核家族化の進行に伴い，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ

の世帯の増加，あるいは認知症高齢者が増加していることなどから，高齢になっ

ても介護が必要にならないための健康づくりや，住み慣れた地域で安心して暮ら

せるための取り組みがますます重要となり，また，介護が必要となっても，可能

な限り在宅において，身体の状況に応じて日常生活を送れるような環境の整備が

求められている。 
 
   本審議会は，このような基本的な認識のもとに，この提言をまとめたところで

ある。市においては，「第３次宇都宮市高齢者保健福祉計画・第２期宇都宮市介

護保険事業計画」を改定するにあたり，この提言の趣旨を十分に反映させるとと

もに，計画の推進にあたっては，この計画が本市の高齢者施策の基本指針となる

ことを念頭において，市民，関係諸機関及び行政が連携しながら，各種施策・事

業を総合的・効果的に推進していくことを期待するものである。 
 
２．計画について 
 
(１)対応すべき課題について 
本市の高齢化の状況は，全国平均と比較して低い水準で推移しているものの，

高齢者人口，高齢化率ともに着実に上昇しており，少子化，核家族化などの影響

により，今後もこの傾向は続くと見込まれる。また，要支援・要介護認定者につ

いても，高齢化の進展により，更なる増加が予想される。 

 
   高齢者を対象としたアンケート調査結果からは，高齢者の約９割が「持家・一

戸建て」で暮らし，そのほとんどが「現在の場所で暮らし続けたい」と回答して
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いることから，これらの在宅志向を支えていくことが必要である。 
   また，生きがいを感じることとしては，「趣味の活動」の回答が最も多く，次

いで「仕事・働くこと」といった回答が多かったため，高齢者の主体的な「自己

実現」のための生きがいづくりに向けた活動の場を確保する必要がある。 
   更に，高齢者の近所付き合いの状況としては，約６割の方がある程度行き来は

あるものの，約３割の方は「挨拶程度」や「あまり行き来していない」と回答し

ており，近所づきあいの希薄な高齢者が一定割合存在していることから，高齢者

の孤独死や災害発生等の緊急時における対応の遅れなど，地域コミュニティの衰

退を一因とする様々な問題も懸念されるため，地域で高齢者を支えあう体制を確

立する必要がある。 
 
   このほか，健康寿命の延伸や介護予防の推進，住み慣れた地域社会で安心した

生活を継続することができる環境整備やハード・ソフト両面からのバリアフリー

の推進など，早急に対応すべき課題が多く存在している。 
 
   これらの課題を解決し，全ての高齢者が健康状態，家族構成などにかかわらず，

住み慣れた地域の中で，生きがいを持ちながら，安心して暮らし続けられる社会

を実現するため，本市が目指す高齢社会の基本理念に従って，本市の高齢者対策

についてより分かりやすく明確な計画を策定し，着実に具体化していく必要があ

る。 
 
（２）施策・事業について 
 ①健康ではつらつとした生活，生きがいのある生活の実現に向けて 
   高齢期を生き生きと過ごすためには，まずは健康を保持し，生きがいをもって

生活を送ることが最も重要である。また，高齢者自身も健康づくりや趣味の活動

などの生きがいづくりに対する関心が高いことから，健康の保持・増進や生活習

慣病予防のための施策について積極的に取り組むとともに，高齢者が社会の一員

として生き生きと活躍できるよう，就労等の支援や生涯にわたる生きがいづくり

のための施策が必要である。 
 
 ②安心して自立した生活の実現に向けて 
   今後も引き続き現在の場所で暮らし続けたいと希望している高齢者が多数で

あるが，近年，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加していることから，

高齢者が住み慣れた地域社会の中で安心して自立した生活を送るためには，地域

社会を構成する住民，地域の団体，企業，行政などがそれぞれの責任と役割を担

い，お互いが協力・連携しながら高齢者を支えていく体制を構築する必要がある。 
   また，近年，認知症高齢者が増加していることから，認知症の早期発見・早期

対応の推進や専門的なケア体制の整備など，認知症高齢者への対策を体系的・総
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合的に取り組む必要がある。 
 
 ③介護保険制度の円滑な事業の実施に向けて 
介護保険については，サービス利用者はあくまでも高齢者であることを念頭に，

介護認定の申請方法からサービスを実際に受けるまでの過程を高齢者の立場に

立って，できる限りわかりやすく伝えることに努め，サービスの利用促進を図る

必要がある。特に，今回の介護保険制度改正によってこれまで以上にサービスの

選択肢が増えることから，事業者評価など選択の基準となる情報やサービスの具

体的な内容などについて，利用者やその家族に対し積極的な情報提供を図る必要

がある。 

またサービスについては，要支援者などへの介護予防の実施による心身状態

の維持改善や，要介護者に対する介護度の重度化防止など，利用者の状態像に

沿ったサービスの充実が必要である。 
まず，介護予防については，要支援者などの状態を踏まえつつ，自立支援の

視点に立った効果的・効率的なサービス提供体制を確保する必要がある。また，

要介護者に対しては心身の状況に応じた質の高い生活が継続できるよう，居宅

サービスの充実を図るとともに，在宅生活が困難な方に対しては，入所希望者

の実態を踏まえ施設サービスや認知症グループホームなどの居住系サービスの

提供体制を確保する必要がある。 
 
 

ア．地域密着型サービス及び地域支援事業について 

介護保険制度改正によって創設されたサービスの仕組みとして，認知症ケ

アや地域ケアの推進を図ることを目的に，身近な地域で地域の特性に応じた

多様で柔軟なサービス提供を目指す地域密着型サービスが，また，地域にお

ける総合的なケアマネジメントを担う中核機関として地域包括支援セン 

ターが設置される。 

地域密着型サービスについては，できるだけ住み慣れた地域で生活の継続

を多くの高齢者が希望していることから，地域密着型サービスの整備・展開

にあたっては，制度創設の趣旨を踏まえ，地域の状況に応じたきめ細かな対

応をすべきである。 

地域包括支援センターについては，地域の社会資源を活用し，日常生活圏

域という地域の実情に即した小さな単位で，地域住民の保健医療の向上及び

福祉の増進を包括的に支援することとなる。これまで実際に地域で取り組ま

れてきた老人クラブやボランティア活動，健康増進のための活動については，

取り組み方や関係機関との連携といった点では，地域ごとに格差が見られる

ところであった。 

このことから，地域包括支援センターを中心とした介護予防事業を推進し
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ていくためには，医療と福祉，市民と行政といったさまざまな垣根を越え，

地域に密着した多面的支援を展開する必要があり，高齢者等がその生活の場

である地域のなかで，安心していつまでも暮らせるよう，これまで以上に市

が積極的に支援を行いながら「地域ケア」の構築を推進する必要があり，ま

た，地域包括支援センターの運営については，中立性を確保し，公平・公正

な運営を継続できるよう，地域包括支援センター運営協議会と連携しながら，

その事業活動を支援する必要がある。 

 

イ．市独自施策について 

本市の特別給付である「紙おむつ購入費の支給」は，第２期介護保険事業

計画期間の実績を踏まえ，支給限度額を実態に即したものとし，要介護認定

を受けた在宅で生活する方を対象に継続することが望ましい。 
 
「短期入所サービス支援」については，平成１４年１月の利用限度額の一

本化により，一部の利用者において発生していた不利益な状況に対応するた

めに，経過措置として実施してきた事業であり，事業開始後，十分な期間が

経過していることから，本制度について終了することはやむを得ない。短期

入所等については，在宅の要介護者がいざという時でも安心して利用できる

必要があることから，今後は利用者の状況に応じて柔軟に対応できるよう在

宅サービスの充実を望む。 
 
「介護保険料の低所得者減免制度」については，介護保険制度改正によ

り，現行の保険料第２段階が細分化されるため，ほぼ全ての減免対象者が新

制度で救済されることから，現行の減免制度は終了するものであるが，制度

改正後の状況を見ながら再び検討の余地があれば考慮すべきとの意見も 
あった。 

 
「訪問介護利用者負担減額」については，介護認定を受けた全ての障害

者における公平性を確保するために継続するものとし，必要があればその

時々で制度を改善していく必要がある。 
 

ウ．介護保険料及びサービス利用料について 

介護保険料については，その算出基礎となる要介護認定者数やサービス

見込み量について，サービス需給の的確な把握・分析により，出来る限り正

確に見込む必要がある。 

また，昨今の経済動向や保険財政の状況等を踏まえつつ，被保険者の負担

能力に応じた，よりきめ細かな保険料の段階数や保険料率の設定を図るなど，

公平で適正な水準とすることが必要である。 
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また利用料については，サービス提供の実態や，実際にサービス利用料を

負担する本人や家族の視点を踏まえ，今後の高齢社会の進展に対して必要な

サービス水準を維持するため，給付の効率化・適正化を図る必要がある。 

 

エ．介護サービスの質の確保 
介護保険制度開始以後，多数のサービス事業者が参入してきており，利用

者の選択が広がっていることから，市としては，利用者の保護と 

サービスの適正化に向けた事業者指導に努める必要がある。特に，地域密着

型サービスについては，事業者指定の権限が市に附与されることから，指定

権者の責務として，サービスの質の確保が重要となる。このことから，事業

者に対して介護サービスの内容や運営状況について的確に把握し，また利用

者に対しても事業者評価などの情報提供をこれまで以上に推進すべきであ

る。 

 
 ④快適で安全安心な生活の実現に向けて 
   公共建築物や住宅などのほか，公園や道路のバリアフリーについても計画的・

重点的な推進が必要であるが，生活環境面のバリアフリーのみならず，地域住民

１人ひとりが高齢者への理解を深め，身近な高齢者に対して十分な関心を持つこ

とが必要であり，幼少時より福祉のこころを醸成し，真の意味でのバリアフリー

を実現するための施策を充実することが必要である。 
   また，高齢者をターゲットにした犯罪や災害発生時に高齢者が被災するケース

が全国的に増加していることから，本市の実情をふまえた防犯・防災対策などの

安全対策の取り組みが急務である。 
 
３．重点的に取り組む事業について 
 
(１)介護保険事業の充実について 
高齢者ができる限り健康で活動的な生活を送るためには，介護保険制度改正の

趣旨に沿った「予防重視型システム」への的確な対応が重要となる。このために

は，新予防給付や地域支援事業などの新しいサービスと従来の介護給付が，より

効率的・安定的に機能することができるよう，サービスの質と量を的確に確保す

るとともに，施設・居住系サービスについても，利用者の心身の状態に応じた適

切なサービスが受けられるよう，計画的に整備していくことが必要である。 

 
(２)身近な地域におけるきめ細かな施策・事業の展開 
   今後は，高齢者等が介護を必要とする状態になっても，出来るだけ住み慣れた

地域で継続して生活できるよう，事業内容や利用者の特性などに配慮しながら，

身近な地域におけるサービス提供体制を確保し，また，日常生活圏域ごとに提供
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する地域密着型サービスについても着実に推進する必要がある。 
 
(３)包括的・連続的なケア体制の構築 
   高齢者が住み慣れた地域において安心して自立した生活を継続するには，介護

にとどまらず生活全般にわたる包括的な支援が必要であることから，日常生活圏

域ごとに設定される地域包括支援センターにおいて，介護予防マネジメントや総

合的な相談・支援事業，虐待の防止・早期発見などの権利擁護事業などを一体的

に実施するとともに，地域の多様な資源を活用し，地域全体で高齢者を支える仕

組みづくりが必要である。 
 

(４)認知症高齢者対策の推進 
   国においては，高齢化の進行に伴い増加している認知症高齢者への対策として，

平成１７年度より『認知症を知り 地域をつくる１０ヵ年』構想を掲げ，認知症

に対する誤解・偏見をなくし，認知症になっても尊厳を持って暮らし続けるため

に不可欠である「地域づくり」を推進している。本市においても，高齢者の尊厳

の保持を基本とし，他自治体の先進的な取り組みも参考にしながら，発症の予防，

早期発見及び発症後の早期対応のための施策を推進するとともに，認知症高齢者

の支援についてはその家族だけでなく地域住民の理解も必要であることから，認

知症についての正しい知識の普及や理解の促進に取り組むことが重要となる。 
 
４．施策の推進について 
 
   高齢者の生活を支援するためには，行政内部の連携は勿論のこと，地域包括支

援センターを中心として，民生委員や社会福祉協議会，あるいはボランティアな

どの関係機関や地域の様々な社会資源との連携を図ることが不可欠である。その

ため，市民と行政が，お互いの役割分担や協力のあり方などを理解し合い，情報

を共有しながら，それぞれの特性や能力を発揮できるよう，連携を強化する必要

がある。    
 
   各種施策・事業の目標を明確にし，その推進状況について評価を行う上で，目

標を数値化することは有効な手段のひとつとなることから，主要な事業について

は可能な限り数値目標を設定するとともに，定期的に計画の進捗状況の把握に努

めることが必要である。 
 
   本格的な高齢社会の到来にあたり，高齢者を取り巻く様々な問題については，

当事者だけでなく，市民一人ひとりの問題として認識を深める必要があることか

ら，計画の公表にあたっては，市民に分かりやすい表現・内容で周知を徹底する

必要がある。 
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５．計画内容・推進にあたっての配慮すべき事項 
 
   上記のほか，委員から提言された意見で，計画策定にあたって可能な限り反映

することを願うもの及び当面実現が困難であっても実現に向けての研究・努力を

お願いするものは次のとおりである。 
 
   ● 機構改革により地域に配置した保健師が，地域に根ざした活動ができるよ

う体制を充実させるべきである。 
   ● 本市は，ボランティアの活動が盛んな地域と，そうでない地域の差が大き

いので，ボランティアが活動しやすい環境や拠点づくりを更に推進するべき

である。 
● 高齢者の口腔機能を改善することで，栄養状態や生活機能の改善につなが

ることから，在宅歯科診療のほか，口腔機能を維持するための取り組みが必

要である。 
● 市が先駆的に実施している「担当地域ケア会議」については，地域の様々

な問題点がきめ細かく取り上げられ，その対応などを検討しているものであ

るが，徐々に地域に定着しつつあるので，今後も継続すべきである。 
   ● 介護予防の施策のひとつとして，ストレッチなどによる運動器の機能向上

が位置付けられているが，その指導者の育成については，老人クラブ等の既

存の組織を活用するなど，効果的に推進すべきである。 
   ● 道路のバリアフリー事業に関連して，県の管轄である県道についても，関

係課を通してバリアフリーの推進を要望するべきである。 
● 外出支援については，バス停までかなり距離がある所や運行の本数が少な

いなど，バスの利用が不便な地域もあることから，現在実施しているバス 
カード購入費助成以外にも，高齢者の外出の実態を踏まえた効果的な外出支

援策を検討するべきである。 
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７ 用語集 
 

 <あ> 

■アクティビティ………………………………………………………………Ｐ.60 
    さまざまな活動に主体的に取り組み楽しむ過程から，その生活を再び生き生

きしたものにしていくきっかけになるような諸活動のこと。 
■アセスメント…………………………………………………………………･Ｐ.57 
   事前評価。福祉分野においては，利用者が何を求めているかを正しく知り，

生活全般の中のどのような状況から生じているのかを確認すること。 

<い> 

■一次予防………………………………………………………………………･Ｐ.29 
    病気や症状が起こらないように予防すること。病気の早期発見，早期治療に

よって病気が進行しないうちに治してしまうことを二次予防，適切な治療に 

よって病気や障害の進行を防止することを三次予防という。 

<う> 

■宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例…………………･…Ｐ.98 
    本市が平成１２年に制定した条例で，高齢者や障害者をはじめとした市民の

誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを進めていくため，市・事業者・市民

の果たすべき責務や，不特定多数の人が利用する施設の新設・改修等にあたり，

すべての人が利用しやすいものとなるよう，施設等の整備について必要な事項

を定めている。 

<え> 

■ＮＰＯ ［民間非営利組織 non-profit organization］………………Ｐ.92 
    特定非営利活動促進法に定められた，保健・医療又は福祉，社会教育の推進

等に該当する活動で，不特定多数の人の利益の増進を図るために設立された非

営利の法人。 

<か> 

■街区公園………………………………………………………………………･Ｐ.98 
   都市公園法で定められた都市公園のうちの一種類。主として街区内 

（約５００ｍ四方）の居住者の利用に供することを目的とする公園で，１箇所

あたり面積0.25ヘクタールが基準とされている。 

<き> 

■給付適正化事業………………………………………………………………･Ｐ.50 
    介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され，真に高齢者の自立支援に

資するものとするため，サービス内容の適正化，介護費用の適正化などの観点

から行う。 
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■居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）……………………………………Ｐ.51 
   要介護者等からの相談に応じ，心身の状況や生活環境に応じた適切な居宅又

は施設サービスを利用できるよう，サービス計画の作成や利用に際してのサー

ビス事業者等との連絡調整を行う。 

<け> 

■ケアハウス……………………………………………………………………･Ｐ.60 
    老人福祉法に基づく居住施設で，６０歳以上の高齢者が自立して生活できる

ように配慮された構造や設備をもつもので，入浴・食事などのサービスが提供

される。 
■ケアプラン……………………………………………………………………･Ｐ.51 

    要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう，心身の状況や本人の希

望及び必要性などを勘案しながら，利用する介護サービスの内容や種類を計画

したもの。 

■ケアマネジメント……………………………………………………………･Ｐ.56 
    利用者がサービスを適切に利用できるように，サービス提供者などとの連携，

調整を行うこと。 
■健康寿命……………………………………………………………………･…Ｐ.10 
   ある人の余命の中で，心身ともに健康でいられる期間を表した数。本市の健

康寿命の算出方法は，平均寿命(０歳の平均余命)から認知症や寝たきりなど，

障害期間を差し引いたものとした。ここでは介護保険の要支援・要介護者数を

利用して算出した。 

<こ> 

■後期高齢者………………………………………………………………………･Ｐ.1 
  ７５歳以上の高齢者。 

■交通バリアフリー法…………………………………………………………･Ｐ.98 
   「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関

する法律」の通称。高齢者や身体障害者等が，公共交通機関を利用した移動の

利便性及び安全性の向上を促進するため，駅などの旅客施設や，バス・航空機

などのバリアフリーを推進するもの。 

■高年齢者………………………………………………………………………･Ｐ.39 
   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定では，５５歳以上の者を

いう。 

■高齢化率…………………………………………………………………………Ｐ.6 
   総人口に占める高齢者人口の割合をいい，国連の定義によると，高齢化率が

７％を超すと「高齢化社会」，１４％を超えると「高齢社会」という。日本で

は平成６年から既に「高齢社会」に入っている。 
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<さ> 

■作業療法士 ［ＯＴ：occupational therapist］…………………………Ｐ.52 
    心身に障害がある人に対して，手芸・工芸などの「作業」を通じて，社会に

適応できる能力の回復を支援する専門技術者。 
■参酌標準……………………………………………………………………･…Ｐ.48 
   市町村が介護サービスの利用量を見込むに当たって，参考にすることとされ

ている国が示すサービスの標準値。 

<し> 

■支給限度額……………………………………………………………………･Ｐ.46 
    居宅サービスを利用する際の，要介護度ごとの１か月間における１割の自己

負担で利用できる範囲。なお，福祉用具購入支給や住宅改修費支給，特別給付

については，別に設定されている。 
■障害期間………………………………………………………………………･Ｐ.10 
   寝たきり等の理由により介護がないと生活できない期間のこと。 

■シルバーハウジング…………………………………………………………･Ｐ.25 
   独立して生活するには不安があるが，生活相談などの生活上の援助があれば，

自立した生活を営める６０歳以上の単身世帯，６０歳以上のみの世帯または高

齢者夫婦世帯（どちらかが６０歳以上であれば足りる）などが安全かつ快適に

生活できるよう，設備・構造面及び運営面での配慮がなされた公的賃貸住宅。 

<せ> 

■生活機能評価…………………………………………………………………･Ｐ.31 
    生活機能とは，人が有する心身機能（構造）と日常生活の活動，社会への参

加を包括的に捉えたもの。高齢者が要介護要支援状態になることを防ぐため，

基本健康診査に生活機能評価を新たに加え，生活機能の低下に対する早期発

見・早期対応を行う。 
■生活習慣病…………………………………………………………………･…Ｐ.10 
   食生活，運動，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣が，病気の発症や進行に関与

する疾患郡で，例えば，がんや脳卒中，心臓病，高血圧症，糖尿病などの病気

がある。 

■成年後見制度…………………………………………………………………･Ｐ.25 
   判断能力の不十分な認知症高齢者が，財産管理や福祉サービスの利用につい

ての契約などの法律行為を自分で行うことが困難であるような場合に，判断能

力が不十分な者を保護し，支援する制度。 

■摂食・嚥下
えんげ

……………………………………………………………………･Ｐ.76 

   食物が認知されてから口に取り込まれ，胃に入るまでの全ての過程のこと。 
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<そ> 

■早世………………………………………………………………………………Ｐ.9 
   高齢者（６５歳）に達せず死亡すること。 

 <た> 

■第１号被保険者………………………………………………………………･Ｐ.49 
    市内に住所を有する６５歳以上の人。なお，介護保険における被保険者のう

ち，４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者は，第２号被保険者という。 
■団塊の世代………………………………………………………………………Ｐ.1 

    第二次世界大戦後，数年間のベビーブームに生まれた世代のこと。昭和２２ 
(１９４７)年から昭和２６(１９５１)年頃までに生まれた人々をさす。 
<ち> 

■地域福祉権利擁護制度………………………………………………………･Ｐ.25 
   認知症高齢者等などの自己決定能力が低下した人の福祉サービスの利用を

援助する制度。 

■中核市……………………………………………………………………………Ｐ.9 
    要件（①人口３０万人以上②人口５０万人未満の市は１００k㎡以上）を満

たしている自治体のうち，国が指定した市に対し，権限特例を認める制度。保

健所の設置は指定要件の一つであり，宇都宮市は平成８年に中核市に移行した。 

 <と> 

■特定高齢者……………………………………………………………………･Ｐ.31 
   要支援・要介護状態となるおそれのある虚弱な高齢者のこと。国は，高齢者

人口の５％程度と想定している。 

<に> 

■ニュースポーツ………………………………………………………………･Ｐ.38 
   世代を問わず，誰にでも気軽に楽しめるスポーツ（グラウンドゴルフ，ペタ

ンク等）。 

■認知症……………………………………………………………………………Ｐ.1 
   「痴呆」に対する誤解や偏見の解消を図る一環として，「痴呆」に替わる用

語として２００４年（平成１６年）から使用されている用語。医療用語では，

引き続き「痴呆」を使用する場合がある。 

<ね> 

■年齢調整死亡率………………………………………………………………･Ｐ.11 
   人口の年齢構成の影響を調整して求められる死亡率のこと。人口構成の異な

る地域間の死亡率を比較する場合に用いられる。 

■ねんりんピック………………………………………………………………･Ｐ.38 
   厚生省（当時）創立５０周年を記念して昭和６３年からはじまった，健康及

び福祉に関する積極的かつ総合的な普及啓発活動の展開を通じ，高齢者を中心
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とする国民の健康の保持・増進，社会参加，生きがいの高揚等を図り，ふれあ

いと活力ある長寿社会の形成を目指した全国健康福祉祭の愛称。 

■ねんりんピックとちぎ………………………………………………………･Ｐ.38 
   スポーツ，レクリエーション，文化・芸能活動等を通じて，高齢者を中心と

した県民の生きがいと健康づくり，社会参加の促進，世代間交流等を図り，県

民の誰もが長寿をともに喜び合い，とちぎで暮らし，長生きしてよかったと思

える社会の実現を目指した大会。 

<の> 

■ノンステップバス……………………………………………………………･Ｐ.99 
   出入口が低い位置にあり，乗降を容易にしたバス。 

<は> 

■ハートビル法…………………………………………………………………･Ｐ.98 
   「高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関す

る法律」の通称。銀行やスーパー，デパートなど，誰もが日常利用する建築物

や，老人ホームや身体障害者福祉センターなど高齢者や身体の不自由な方が主

に利用する建築物等を建築する事業者に対し，高齢者や障害者等が円滑に利用

できる措置を講じることを義務あるいは努力義務として課すもので，平成６年

に制定。 

■バリアフリー…………………………………………………………………･Ｐ.25 
   高齢者や障害者が社会生活を営む上で，障壁（バリア)となるものを除去す

るという意味で，もともと住宅建築用語で登場し，段差等の物理的障壁の除去

を指すことが多いが，より広く高齢者や障害者の社会参加を困難にしている社

会的，制度的，心理的な全ての障壁の除去という意味で用いられる。 

<ひ> 

■ＰＨＳ［personal handyphone system］………………………………Ｐ.89 
   ワイヤレス技術を駆使した移動体通信による，パーソナル・ハンディホン・

システムの略。 

<へ> 

■平均寿命（０歳の平均余命）……………………………………………………Ｐ.1 
   生まれてすぐの新生児が，あと何年生きられるかという統計値。０歳時点で

の平均余命ということになる。 

<ま> 

■マンモグラフィー……………………………………………………………･Ｐ.31 
   乳がん検診の検査方法で，乳房のエックス線撮影のこと。 

<も> 

■モニタリング…………………………………………………………………･Ｐ.57 
   日常的・継続的な点検のこと。 
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<ゆ> 

■ユニット………………………………………………………………………･Ｐ.62 
    少人数用の生活単位のこと。「ユニットケア」とは，家庭的な環境のもと，

入居者１人ひとりの個性や生活リズムに沿って日常生活を送れるように， 
ユニットごとに介護を行うこと。 
<よ> 

■要医療…………………………………………………………………………･Ｐ.12 
   健康診査において，医療機関で治療や精密検査を受ける必要があると判定す

ること。また，要医療数値は，基本健康診査の判定基準に基づき，総コレステ

ロール２４０ｍｇ/ｄｌ以上，５０歳以上の女性は２６０ｍｇ/ｄｌ以上，血圧

は最高血圧値１６０ｍｍＨｇ以上，最低血圧値１００ｍｍHｇ以上のいずれか

一方または両方に該当する場合，血糖値は空腹時血糖が１２６mg/ｄｌ以上の

場合などをいう。 

   ※上記の基準は，平成１４年度からのもの。平成１３年度までは，血圧は「最大血圧

値１８０ｍｍHｇ以上，最小血圧値１００ｍｍHｇ以上のいずれかまたは両方に該当

する場合」，血糖値は「空腹時血糖が１４０ｍｇ/ｄｌ以上の場合」という基準で要

医療者が判定されている。 

■要支援・要介護認定……………………………………………………………Ｐ.43 
   被保険者の申請により，認定調査結果と主治医意見書に基づく介護認定審査

会の判定を経て，どの程度，介護が必要な状態であるかを認定するもの。非該

当（自立），要支援１～２，要介護１～５に区分される。 

※要支援２については，平成１８年度からの新たな区分となる。 

<ら> 

■ライフサポートアドバイザー………………………………………………Ｐ.103 
   シルバーハウジングなどの公営住宅に住む高齢者に対して，生活指導や相談，

緊急時の対応，関係機関との連絡その他日常生活上必要な援助を行い，入居者

を支援する人。 

<り> 

■理学療法士［ＰＴ：physical therapist］………………………………Ｐ.52 
    身体に障害のある人に対して，基本動作能力の回復を図るため，運動療法や

物理療法などの治療を施す専門技術者。 
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私たちの住む社会は，今，高齢化や少子化などが進み， 
思いやりの心や人と人とのふれあいが， 
ますます大切になってきています。 

 
宇都宮市は，これからの新しい時代に向けて， 
「やさしさをはぐくむ福祉のまち」を目指し， 
ここに『福祉都市』を宣言します。 

 

福祉都市宣言 
 

宇都宮市は 
赤ちゃんからお年寄り 
ハンディキャップを 
持った人々など 
すべての市民が 
笑顔でことばを交わし 
健康でいきいきと暮らせる 
心ふれあう福祉のまちを 
つくります 




